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募
集

◆
市
営
住
宅
の
定
期
募
集

募
集
住
宅
・
戸
数

多
屋
３
戸
、
坂
井
３
戸

申
込
書
配
布
期
間

６
月
５
日
（月）
〜
16
日

（金）

受
付
期
間

６
月
１２
日
（月）
〜
１６
日
（金）

決
定
方
法

抽
選

抽
選
日

７
月
４
日
（火）
午
前
10
時

問
合
せ

都
市
計
画
課

☎
47
-
６
１
２
３
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
35
-
５
６
４
２

◆
第
73
回
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

作
文
コ
ン
テ
ス
ト
作
品
募
集

内
容「

ど
う
す
れ
ば
犯
罪
や
非
行
を
な
く
す
こ
と

が
で
き
る
か
な
」や
「も
し
、キ
ミ
の
と
も
だ
ち
が

悪
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
ら
、・・・同
じ
こ
と
を

繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
は
、ど
う
す
れ
ば
い
い
ん

だ
ろ
う
？
」
「
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
が
、
地
域

で
立
ち
直
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ

う
」を
テ
ー
マ
に
日
常
の
家
庭
や
学
校
生
活
の
中

で
体
験
し
た
こ
と
を
も
と
に
考
え
た
り
、感
じ
た

こ
と
を
題
材
と
し
た
も
の
と
し
ま
す
。

対
象

小
学
５
・
６
年
生
、
中
学
生

原
稿
の
枚
数

原
稿
用
紙
３
〜
５
枚
程
度

応
募
締
切

６
月
30
日
（金）

※
応
募
作
品
は
未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

問
合
せ

福
祉
課

☎
３４
-
７
７
４
４
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
３４-

７
７
４
５

◆
普
通
救
命
講
習

(
成
人
)

日
時

６
月
１９
日
（月）
午
後
６
時
〜
９
時

場
所

消
防
本
部

講
堂

対
象

市
内
に
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
中
学

生
以
上
の
人

受
講
料

無
料

※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ

消
防
本
部
消
防
課

☎
３５
-
７
１
０
０
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
３４-

８
７
７
７

◆
半
田
常
滑
看
護
専
門
学
校

体
験
入
学

日
時

８
月
２４
日
（木）

午
前
の
部

10
時
〜
12
時
30
分

午
後
の
部

１
時
30
分
〜
４
時

場
所

半
田
常
滑
看
護
専
門
学
校

対
象

高
校
生
以
上
の
人

※
高
校
３
年
生
優
先

定
員

各
回
６０
人

（
先
着
)

申
込
期
限

６
月
16
日
（金）
午
後
５
時

※
申
込
み
な
ど
の
詳
細
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

半
田
常
滑
看
護
専
門
学
校

☎
24
-
０
９
９
２
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

０
９
９
３

◆
障
が
い
者
職
場
体
験
事
業

障
が
い
者
就
労
支
援
施
設
に
通
所
し
て
い
る

人
ま
た
は
、
と
こ
な
め
障
が
い
者
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
と
関
わ
り
の
あ
る
人
を
対
象
に
職
場
体

験
に
協
力
し
て
く
だ
さ
る
企
業
を
募
集
し
ま

す
。

体
験
期
間

７
月
〜
12
月
の
う
ち
３
〜
５
日
間

（土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
)

申
込
期
限

６
月
３０
日
（金）

申
込
み
・
問
合
せ

と
こ
な
め
障
が
い
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
43
-
０
８
３
３
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
43
-
５
７
２
３

案
内

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
臨
時
窓
口

日
時①

水
曜
日

（７
日
・
14
日
・
21
日
・
28
日
)

　
　
　

午
後
５
時
20
分
〜
６
時
40
分

②
３
日
（土）
・
１１
日
（日）

　
　
　

午
前
８
時
40
分
〜
11
時
40
分

内
容

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
・
更
新

予
約
期
限

予
約
日
前
日

（
11
日
は
９
日
（金）
)

※
通
常
窓
口

（
市
役
所
開
庁
日
の
午
前
９
時

〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
４
時
30
分
)
で
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

が
で
き
ま
す

（要
予
約
)。

予
約
・
問
合
せ

市
民
窓
口
課

☎
47
-
６
１
０
２
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
34
-
５
６
０
７

◆
毎
年
６
月
１
日
は

　
　
　
　
　
　
　
人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す

女
性
や
子
ど
も
、
高
齢
者
を
め
ぐ
る
人
権
の

問
題
や
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
身
近
な
問
題 予約専用サイト
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で
お
悩
み
の
人
は
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

日
時

６
月
１
日
（木）
午
後
１
時
30
分
〜
４
時

場
所

市
役
所

Ｂ
会
議
室

全
国
共
通
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
曜
、
祝
日
は
除
く
)

▽
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

☎
０
５
７
０
-
０
０
３
-
１
１
０

▽
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

☎
０
１
２
０
-
０
０
７
-
１
１
０

▽
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
０
５
７
０
-
０
７
０
-
８
１
０

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
人
権
相
談

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

＠
名
古
屋
法
務
局
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

＠sn
sJin

k
e
n
so

u
d
a
n

問
合
せ

市
民
窓
口
課

☎
47
-
６
１
０
２
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
34
-
５
６
０
７

◆
６
月
23
日
（金）
〜
29
日
（木）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
女
共
同
参
画
週
間

男
女
共
同
参
画
週
間
は
、
平
成
11
年
６
月

23
日
に
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
が
、
公

布
・
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
定
め
ら
れ
た
も

の
で
す
。

男
性
と
女
性
が
、
職
場
や
学
校
、
地
域
、

家
庭
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と
能
力
を
発
揮

で
き
る

「
男
女
共
同
参
画
社
会
」。
そ
の
実
現

の
た
め
に
は
皆
さ
ん
一
人
一
人
の
取
り
組
み
が

必
要
で
す
。

こ
の
機
会
に
、
男
女
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に

つ
い
て
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

令
和
５
年
度
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

「
無
く
そ
う
思
い
込
み
、
守
ろ
う
個
性

み
ん

な
で
つ
く
る
、
み
ん
な
の
未
来
。
」

問
合
せ

市
民
協
働
課

☎
47
-
６
１
０
８
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
35
-
３
９
３
９

◆
じ
ん
肺
患
者
見
舞
金

対
象

次
の
い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま
る
人

・
じ
ん
肺
管
理
区
分
が
４
と
決
定
さ
れ
た
人

・
申
請
時
に
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ

れ
て
い
る
人

交
付
額

年
度
あ
た
り
１
万
円

申
請
方
法

交
付
申
請
書
兼
請
求
書
に
都
道

府
県
労
働
局
長
か
ら
交
付
さ
れ
た
じ
ん
肺

管
理
区
分
決
定
通
知
書
の
写
し
な
ど
を
添

付
し
て
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
提
出
。

※
申
請
前
に
健
康
推
進
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

問
合
せ

健
康
推
進
課

（保
健
セ
ン
タ
ー
内
)

☎
34
-
７
０
０
０
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
34
-
９
４
７
０

◆
シ
リ
ー
ズ
17
弾
「
て
く
て
く
歩
こ
う
」

(
東
京
〜
静
岡
〜
名
古
屋
城
編
)

「
歩
く
」
こ
と
は
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で
で
き
る

健
康
づ
く
り
で
す
。
日
常
で
歩
い
た
距
離
を
保

健
セ
ン
タ
ー
が
作
成
し
た
記
録
表
に
記
録
し
、

紙
上
で
の
完
歩
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

対
象

市
内
に
在
住
・
在
勤
の
人

必
要
な
も
の

歩
数
計

参
加
費

無
料

目
標
距
離

３
６
９
・
３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

配
布
期
間

〜
令
和
６
年
２
月
29
日
（木）

提
出
期
限

令
和
６
年
３
月
２９
日
（金）

配
布
場
所

保
健
セ
ン
タ
ー
、
体
育
館
、
青
海
公

民
館
、
中
央
公
民
館
、
南
陵
公
民
館
、
市
民

交
流
セ
ン
タ
ー
、
中
部
高
齢
者
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
、
南
部
高
齢
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

※
完
歩
賞
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ

健
康
推
進
課

（保
健
セ
ン
タ
ー
内
)

☎
34
-
７
０
０
０
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
34
-
９
４
７
０

◆
認
知
症
介
護
家
族
交
流
会

日
時

６
月
１５
日
（木）
午
前
10
時
〜
正
午

場
所

中
央
公
民
館

学
習
室
２

内
容

イ
ラ
イ
ラ
し
た
時
ど
う
す
る
か
な
ど
、
お

互
い
の
悩
み
の
相
談
、
情
報
交
換
な
ど
を
す

る
交
流
の
場
で
す
。
気
軽
に
参
加
し
て
く
だ

さ
い
。

対
象

認
知
症
の
人
を
介
護
し
て
い
る
家
族

参
加
費

１
０
０
円

（飲
み
物
代
)

申
込
み

不
要

協
力

認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
愛
知
県
支
部

問
合
せ

高
齢
介
護
課

☎
47-

６
１
３
３
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
34
-
７
７
４
５

◆
成
年
後
見
・
権
利
擁
護
勉
強
会

日
時

６
月
16
日
（金）
午
前
10
時
〜
１１
時
30
分

場
所

と
こ
な
め
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

講
師

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
知
多
地
域
権
利
擁
護
支

援
セ
ン
タ
ー
理
事
長

今い
ま

井い

友と

も

乃の

氏

対
象

障
が
い
の
あ
る
お
子
さ
ま
の
保
護
者

申
込
期
限

６
月
９
日
（金）

問
合
せ

と
こ
な
め
障
が
い
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
43-

０
８
３
３
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
43
-
５
７
２
３
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◆
第
２６
回
県
介
護
支
援
専
門
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
務
研
修
受
講
試
験

試
験
日

10
月
８
日
（日）

受
験
資
格

次
の
①
②
に
該
当
す
る
人

①
保
健
・
医
療
・
福
祉
に
関
す
る
法
定
資
格
に

基
づ
く
業
務
、
ま
た
は
特
定
の
相
談
援
助
業
務

に
通
算
５
年
以
上
の
実
務
経
験
が
あ
る
人

②
①
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
勤
務
地
が
愛
知
県

に
あ
る
人
、
も
し
く
は
、
現
在
、
①
の
業
務
に

従
事
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
住
所
地
が
愛
知
県

に
あ
る
人

願
書
配
布
期
間

５
月
２５
日
（木）
〜
６
月
30
日
（金）

願
書
配
布
場
所

高
齢
介
護
課

願
書
受
付
期
間

６
月
１
日
（木）
〜
30
日
（金）

問
合
せ

県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
係

☎
０
５
２
-
２
１
２
-
５
５
３
０

（
６
月
１
日
（木）
〜
１０
月
６
日

（金）
は
利
用
可
)

◆
こ
こ
ろ
の
き
ゅ
う
け
い
し
つ

こ
こ
ろ
の
悩
み
や
困
り
ご
と
に
つ
い
て
、
専

門
の
相
談
員
が
話
を
伺
い
ま
す
。
ひ
と
り
で
悩

ま
ず
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
簡
単
に
解
決
で

き
る
こ
と
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
緒

に
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【
電
話
相
談
】

日
時

６
月
２
日
（金）

午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

相
談
時
間

１
時
間

※

「
こ
こ
ろ
き
ゅ
う
け
い
し
つ
」
へ
と
お
伝
え
く

だ
さ
い
。
名
前
は
確
認
し
ま
せ
ん
。

【
対
面
相
談

(
予
約
制
)
】

日
時

６
月
17
日
（土）

午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

場
所

と
こ
な
め
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

相
談
方
法

相
談
員
と
の
個
別
面
談

対
象

市
内
に
住
む
女
性
や
若
者
な
ど

定
員

２
人

参
加
費

無
料

申
込
期
限

６
月
１６
日
（金）

申
込
み
・
問
合
せ

市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
43-

０
６
６
０
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
43-

０
８
３
８

◆
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
会

大
切
な
家
族
や
友
人
な
ど
を
亡
く
し
、
悲
し

み
や
喪
失
感
の
中
で
不
安
な
気
持
ち
に
な
っ
て

い
る
人
に
、
さ
り
げ
な
く
寄
り
添
い
、
支
え
る

こ
と
を

「グ
リ
ー
フ
ケ
ア
」
と
言
い
ま
す
。

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
会
は
、
お
茶
を
飲
み
な
が

ら
、
ゆ
っ
く
り
語
り
合
い
、
そ
の
悲
し
み
や
喪

失
を
と
も
に
分
か
ち
合
い
、
支
え
あ
う
場
で
す
。

日
時

６
月
１６
日
（金）
午
後
２
時
〜
３
時

場
所

と
こ
な
め
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

内
容

相
談
員
を
交
え
、
参
加
者
で
語
り
合
い

参
加
費

無
料

申
込
み
・
問
合
せ

市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
43-

０
６
６
０
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
43-

０
８
３
８

◆
赤
十
字
の
親
子
レ
ス
キ
ュ
ー

服
を
着
た
ま
ま
泳
ぐ
方
法
、
ラ
イ
フ
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
の
身
に
着
け
方
な
ど
、
安
全
で
楽
し
い

夏
休
み
を
過
ご
す
た
め
、
水
の
事
故
防
止
の

方
法
を
、
親
子
で
い
っ
し
ょ
に
楽
し
み
な
が
ら

学
べ
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

日
時

７
月
３１
日
（月）

（雨
天
中
止
)

①
午
前
10
時
〜
正
午
②
午
後
１
時
〜
３
時

場
所

り
ん
く
う
ビ
ー
チ

対
象

小
学
生
と
そ
の
保
護
者

定
員

各
２０
組

（
抽
選
)

参
加
費

１
人
１
０
０
円

申
込
期
間

６
月
12
日
（月）
〜
７
月
10
日
（月）

※
保
護
者
１
人
に
つ
き
、
こ
ど
も
３
人
ま
で

問
合
せ

日
本
赤
十
字
愛
知
県
支
部
社
会
活
動

推
進
課
☎
０
５
２-

９
７
１-

１
５
８
９

◆
消
費
生
活
相
談
員
資
格
試
験

試
験
日

第
１
次
試
験

１０
月
２１
日
（土）

　
　
　
　

第
２
次
試
験

12
月
１７
日
（日）

申
込
期
間

６
月
19
日
（月）
〜
７
月
３１
日
（月）

資
料
請
求
・
試
験
に
関
す
る
問
合
せ

（
独
)
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
資
格
制
度
課

☎
０
３-

３
４
４
３-

７
８
５
５

◆
毎
月
19
日
は
食
育
の
日

毎
年
６
月
は
食
育
月
間

国
の
食
育
推
進
基
本
計
画
に
よ
り
、
毎
年
６

月
は

「食
育
月
間
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「食
育
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
通
じ

て

「
食
」
に
関
す
る
知
識
と

「食
」
を
選
択

す
る
力
を
習
得
し
、
健
全
な
食
生
活
を
実
践

で
き
る
力
を
育
む
こ
と
で
す
。

私
た
ち
の
ま
わ
り
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
食
べ
物

が
季
節
を
問
わ
ず
並
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
一
方
で
、
食
生
活
に
起
因
す
る
生
活
習

慣
病
の
増
加
や
、
朝
食
の
欠
食
、
家
族
が
一
緒

に
食
卓
を
囲
む
機
会
の
減
少
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
が
生
じ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
家
庭
で
料
理
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ

た
り
、
食
料
の
輸
入
が
増
え
た
り
し
て
食
べ
物

の
大
切
さ
や
あ
り
が
た
さ
を
忘
れ
が
ち
に
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。
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広告

手話で伝えてみよう！ vol. １５ 「結婚式」

市ホームページで動画を公開しています。

問合せ 福祉課

　　　　  ☎ 34-7744、 ＦＡＸ 34-7745

①②左手親指と右

　 手小指を立て、 左

　 右から近づけてつ

　 ける。

③つけ合わせた両

　 手こぶしを左右へ

　 引き離す。

① ②

「
食
育
月
間
」
を
機
会
に
、
「
食
育
」
に
つ
い

て
考
え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

問
合
せ

経
済
振
興
課

☎
47-
６
１
１
７
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
34-

９
７
８
４

◆
特
定
空
家
等
の
公
告

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
第
２
条
第
２
項
に
定
め
る
特
定
空
家
等
と

認
め
ら
れ
る
建
築
物
の
所
有
者
に
対
し
、
同

法
第
14
条
第
10
項
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
６

月
１
日
付
け
で
公
告
し
ま
し
た
。

本
件
は
、
建
築
物
の
老
朽
化
の
状
況
が
周
辺

住
民
の
み
な
ら
ず
不
特
定
多
数
に
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
な
か
、
所
有
者
や
管
理

者
な
ど
が
確
知
で
き
な
い
た
め
行
っ
た
も
の
で

す
。

所
在
地

大
野
町
10
丁
目
23
番
地

構
造

木
造
瓦
葺
平
家
建

規
模

25

・
45
平
方
メ
ー
ト
ル

公
告
内
容

当
該
建
築
物
の
所
有
者
ま
た
は
管
理
者
は
、

令
和
５
年
６
月
30
日
ま
で
に
建
築
物
お
よ
び

附
属
建
物
の
除
却
、
建
築
物
等
内
の
動
産
の

除
去
、
樹
木
の
伐
採
を
命
じ
る
。
期
日
ま
で

に
措
置
が
行
わ
れ
な
い
と
き
は
、
市
長
ま
た

は
そ
の
命
じ
た
者
も
し
く
は
委
任
し
た
者
が
当

該
措
置
を
行
う
。
動
産
等
に
つ
い
て
権
利
を

主
張
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
期
日
ま
で
に
搬

出
し
、
ま
た
は
そ
の
物
を
指
定
し
て
保
管
し
、

も
し
く
は
引
き
渡
す
よ
う
、
問
合
先
に
通
知

す
る
こ
と
。

問
合
せ

都
市
計
画
課

☎
47
-
６
１
２
３
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
35
-
５
６
４
２

③

◆
教
科
書
展
示
会

教
科
書
に
対
す
る
理
解
や
関
心
を
深
め
る

た
め
、
県
内
２８
カ
所
で
教
科
書
展
示
会
を
開

催
し
ま
す
。

期
間

６
月
２
日
（金）
〜
２９
日
（木）

近
隣
会
場

半
田
市
福
祉
文
化
会
館

☎
23-

７
３
３
１

東
海
市
立
教
員
研
修
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
６
２-

31-

０
２
３
０

問
合
せ

県
教
育
委
員
会
義
務
教
育
課

☎
０
５
２-

９
５
４-

６
７
９
９

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
５
２-

９
５
４-

６
９
６
３

◆
事
業
承
継
個
別
相
談
会

経
営
者
の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
か
ら
、

企
業
の
事
業
承
継
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
何
か
ら
取
り
掛
か
れ
ば
良
い
か
分
か
ら
な

い
」
、
「
誰
に
相
談
す
れ
ば
良
い
か
分
か
ら
な
い
」

な
ど
と
い
う
経
営
者
も
い
る
と
思
い
ま
す
。

悩
み
を
解
決
す
る
第
一
歩
と
し
て
個
別
相

談
会
を
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時

６
月
23
日
（金）

午
後
１
時
30
分
〜
５
時
30
分

場
所

常
滑
商
工
会
議
所

講
師

県
事
業
承
継
・

引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー

石い

し

黒ぐ

ろ

晃
あ
き
ら

（
税
理
士
・
中
小
企
業
診
断
士
)

申
込
方
法

電
話
ま
た
は
Ｑ
Ｒ
か
ら
予
約
し
て

く
だ
さ
い
。

申
込
み
・
問
合
せ

常
滑
商
工
会
議
所

☎
34-

３
２
０
０
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
34-

３
２
２
３

　国の仕事やサービス、 または手続きなどについて、

皆さんから意見や要望をお聞きする 「行政相談」 を

行っています。 気軽に相談してください。

日時 毎月１０日 11:00 ～ 12:00、 13:00 ～ 14:00

　　　　※土 ・ 日曜、 祝日の場合は変更します。

場所 市役所　行政相談室

▼行政相談委員

・ 加
か

藤
と う

大
た い

使
し

委員　　 ・ 吉
よ し

川
か わ

裕
ひ ろ

美
み

委員

問合せ　市民協働課

　　　　　 ☎47-6108、 FAX 35- ３９３９

行政相談を行っています




